
楠
公
銅
像
木
型

左
記
の
記
事
は
天
覧
の
様
子
を
詳
し
く
伝
え
て
い
る
。

解

説

本
年
中
本
校
絵
画
科
卒
業
生
ニ
シ
テ
尋
常
師
範
學
校
及
尋
常
中
學
校
高
等
女
學

校
岡
画
科
赦
員
免
許
状
ヲ
受
領
セ
シ
モ
ノ
十
人

ア
リ
又
生
徒
ノ
願
二
依
リ
在
學

證
明
書
ヲ
下
付
シ
タ
ル
モ
ノ
五
十

四
人
ア
リ

本
年
中
退
學
生
二
復
校
ヲ
許
セ
シ
モ
ノ
一

人
規
則
第
十
九
條
二
依
リ
停
學
ヲ
命

セ
シ
モ
ノ
一
人
除
名
セ
シ
モ
ノ
一
人
其
他
疾
病
事
故
等
二
依
リ
退
學
ヲ
許
可
七

シ
モ
ノ
十
九
人
ア
リ

（
歳
出

・
歳
入
、
所
有
物
件
等
に
関
す
る
項
省
略
）

〇
楠
公
ノ
銅
像
前
号
二
記
載
シ
タ
ル
同
木
像
ハ
東
京
美
術
學
校
ノ
高
村
光
雲
（
楠

公
ノ
体
謳
）
後
藤
貞
行
（
楠
公
ノ
乗
馬
）
ノ
両
氏
力
握
任
着
手
シ
居
リ
シ
ガ
去
月
十
五

日
ヲ
以
テ
全
ク
竣
工
シ
（
一
昨
年
五
月
着
手
セ
シ
ョ
リ
殆
卜
濶
二
年
二
及
ヘ
ル
モ
全

ク
従
事
セ
ッ
ハ
十
三
ヶ
月
餘
ナ
リ
シ
ト
）
同
月
廿
一
日
両
陛
下
ノ
天
覧
ヲ
紐
タ
リ

（
木
像
ハ
御
車
寄
前
二
組
立
タ
リ
）
営
日
陛
下

ニ
ハ
徳
大
寺
侯
爵
以
下
十
四
五
名

ノ
侍
従
卜
宮
城
御
車
寄
前
二
出
御
ア
リ
岡
倉
美
術
學
校
長
及
高
村
後
藤
ノ
両
氏
御
前

蒔
絵
科
第
四
年

内

藤

仝

仝

第

二

年

仝

第

四

年

彫
刻
科
第
二
年

彫
金
科
第
四
年

仝

酒

井

飯菅

田 原

大
三
郎

仁
三
郎

利
之
助

源
太
郎

白 佐

藤

榮

三

郎

濱

徴

ニ
肥
尺
シ
岡
倉
氏
一
々
之
力
説
明
ヲ
申
上
ヶ
シ
ニ
天
顔
殊
二
麗
シ
ク
能
ク
出
来
タ
リ

ト
ノ
御
賞
辟
ア
ラ
セ
ラ
レ
シ
ト
承
リ
ヌ
夫
ョ
リ
皇
后
陛
下
モ
女
官
七
八
名
香
川
皇
宮

太
夫
ヲ
従
ハ
セ
ラ
レ
出
御
暫
ク
叡
覧
ア
リ
シ
ガ
イ
ト
御
惑
ノ
御
氣
色
ナ
リ
シ
由
二
伺

ハ
レ
タ
リ
ト
此
木
像
ハ
竪
ハ
馬
ノ
蹄
ョ
リ
兜
ノ
上
マ
テ
一
丈
四
尺
横
ハ
馬
首
ョ
リ
尾

箇
ノ
先
迄
一
丈
九
尺
人
馬
共
二
生
ケ
ル
カ
如
ク
殆
ン
ト
叱
陀
奔
逸
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
状

ア
リ
ト
頓
カ
テ
銅
製
躊
造
竣
工
七
ハ
（
来
年
三
月
迄
二
成
功
ノ
見
込
）
高
サ
ニ
間
ノ

豪
礎
ノ
上
二
建
設
ス
ル
手
順
ノ
由
扱
天
覧
モ
畢
リ
タ
レ
ハ
近
日
文
部
大
臣
ノ
見
分
演

次
第
上
野
公
國
内
ナ
ル
同
學
校
二
於
テ
衆
庶
ノ
縦
覧
ヲ
許
ス
筈
ナ
リ
ト
云
フ

（
『
京
都
美
術
協
会
雑
誌
』
第
十
一
号
。
明
治
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日
）

な
お
、
天
覧
の
際
の
様
子
に
つ
い
て
は
高
村
光
雲
の
「
木
彫
の
楠
公
を
天
覧
に
供

え
た
は
な
し
」
（
『
裔
村
光
雲
懐
古
談
』
昭
和
四
十
五
年
。
新
人
物
往
来
社
。
二
八
六
ー

ニ
八
九
頁
）
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
竹
内
久
一
は
「
先
帝
陛
下
と
神
武
天

皇
」
（
『
書
画
骨
蛮
雑
誌
』
第
五
十
二
号
。
大
正
元
年
九
月
）
の
中
で

御
所
で
は
私
の
技
褻
天
は
お
玄
開
に
備
へ

、
楠
公
像
の
原
型
は
突
き
裳
り
の
と
こ
ろ

ヘ
安
置
し
ま
し
た
、
そ
の
内
陛
下
出
御
に
な
り
、
最
初
楠
公
原
型
を
御
覧
遊
ば
さ

れ
次
に
不
肖
の
作
に
御
眼
を
と
め
ら
れ
ま
し
た
、
私
共
も
離
れ
て
拝
見
い
た
し
ま
し

た
の
で
美
術
學
校
の
校
長
後
藤
、
高
村
光
雲
と
私
、
山
田
鬼
齋
と
云
ふ
順
序
に
、
遥

か
距
つ
て
差
拍
え
て
居
り
ま
し
た
が
、
陛
下
に
は

一
々
侍
従
長
を
通
じ
て
そ
の
都
度

校
長
へ
御
下
問
あ
り
、
最
後
に

『
あ
4

綺
麗
で
あ
る
』
と
仰
せ
ら
れ
た
る
旨
、
校
長

よ
り
親
し
く
承
知
い
た
し
ま
し
て
、
何
と
云
ふ
勿
体
な
い
有
り
難
い
仰
せ
で
あ
る
や

ら
、
覺
え
ず
汗
を
流
し
た
始
末
で
あ
り
ま
す
。

と
述
べ
て
お
り
、
当
日
は
竹
内
久
一
作
の
伎
芸
天
（
シ
カ
ゴ

・
コ
ロ
ン
プ
ス
世
界
博
覧

231 第 5節 明治 26年



4
 

3
 

2
 

会
出
品
。
本
学
芸
術
資
料
館
所
蔵
）
も
天
覧
に
供
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
＿
回
卒
業
式

明
治
二
十
二
年
二
月
入
学
の
第

一
期
生
で
正
規
の
課
程
を
了
え
た
者
の
う
ち
十
六
名

が
第
一
回
卒
業
生
と
し
て
送
り
出
さ
れ
た
。
科
別
の
卒
業
者
名
、
就
職
状
況
等
に
つ
い

て
は

「生
徒
」
の
項
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
卒
業
生
中
、
藤
岡
注
多
良
（
六
角
紫
水
）

は
最
初
に
母
校
教
官
と
な
り
、
次
い
で
岡
本
勝
元
、
下
村
観
山
ら
も
採
用
さ
れ
、
指
導

陣
に
も
徐
々
に
新
陳
代
謝
が
行
わ
れ
始
め
た
。

岡
倉
校
長
の
清
国
出
張

宮
内
省
か
ら
中
国
美
術
調
壺
を
目
的
と
す
る
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
七
月
十

一
日
、

壮
行
会
が
開
か
れ
、
同
月
十
五
日
、
岡
倉
校
長
は
新
橋
を
出
発
。
早
崎
梗
吉
が
随
行

し
、
同
月
二
十
八
日
、
長
崎
出
航
、
二
十
九
日
釜
山
着
。
そ
れ
よ
り
仁
川
、
天
津
、
北

京
、
開
封
、
洛
陽
、
龍
門
石
窟
、
西
安
、
成
都
、
重
炭
、
漢
口
、
上
海
を
巡
り
、
十
二

月
六
日
、
神
戸
着
。
翌
七
日
、
新
橋
に
着
き
、
本
校
生
全
員
の
出
迎
え
を
受
け
た
。
無

事
帰
国
を
祝
い
、
彫
刻
科
教
官
た
ち
は
寄
せ
彫
り
の
木
盤
を
岡
倉
に
贈
っ
た
。
翌
二
十

七
年
二
月
二
十
五
日
、
大
日
本
教
育
会
と
東
邦
協
会
の
共
催
に
よ
る
講
演
会
が
開
か

れ
、
岡
倉
は
「
支
那
の
美
術
」
を
講
浪
。
そ
の
筆
記
録
は

『大
日
本
教
育
会
雑
誌
』
百

四
十
三
号
、

『
東
邦
協
会
報
告
』
第
三
十
五
号
、

『
錦
巷
雑
綴
』
創
刊
号
そ
の
他
に
掲

載
さ
れ
、
広
く
紹
介
さ
れ
た
。
ま
た
、
岡
倉
は

「支
那
南
北
ノ
区
別
」
（『
国
華』

第
五

十
四
号
）
も
執
筆
し
、
ほ
か
に
旅
行
日
誌
な
ど
も
遺
し
て
い
る
。

岡
崎
雪
声
の
渡
米

楠
公
銅
像
鋳
造
主
任
の
雪
声
は
鋳
造
法
研
究
の
た
め
に
渡
米
し
た
。
こ
の
件
に
つ
い

て
は
次
の
よ
う
な
雪
声
の
談
話
が
遺
さ
れ
て
い
る
。

楠
公
馬
上
の
銅
像

丁
度
明
治
二
十
三
年
の
事
で
御
座
い
ま
し
た
、
伊
豫
の
國
は
別
子
銅
山
、
開
鍛
二
百

年
の
紀
念
祭
と
御
座
い
ま
し
て
持
主
の
住
友
吉
左
衛
門
氏
が
、
同
山
産
出
の
銅
を
以

て
、
何
か
大
な
銅
像
を
建
て
4

、
千
歳
の
紀
念
に
致
し
て
、
是
を
宮
内
省
に
献
納
し

や
う
と
言
ふ
事
で
、
其
園
案
を
東
京
美
術
學
校
に
依
頼
致
し
ま
し
た
る
所
が
、
同
校

で
は

『楠
公
馬
上
の
銅
像
』
を
選
定
し
て
、
木
型
彫
刻
は
高
村
光
雲
、
山
田
鬼
齋
、

後
藤
貞
行
の
三
氏
が
掠
嘗
せ
ら
れ
、
私
は
其
を
躊
造
す
る
こ
と
4

な
っ
て
、
同
年
四

月
に
同
校
に
奉
職
す
る
事
と
な
っ
た
の
で
御
坐
い
ま
す
。

倍
で
ド
ン
ナ
風
に
鑑
造
し
た
ら
ば
善
い
も
の
か
、
私
は
色
々
に
考
へ
ま
し
た
が
、
中

々
名
案
が
出
ま
せ
ぬ
。
そ
も
／
＼
日
本
に
は
太
古
よ
り
錆
造
術
が
あ
っ
て
、
奈
良
や

鎌
倉
の
大
佛
の
や
う
な
大
な
者
も
今
に
傭
つ
て
居
り
ま
す
が
此
等
は
大
概
は
座
像
で

あ
っ
て
、
附
局
品
と
い
ふ
も
の
も
甚
だ
少
な
う
御
座
い
ま
す
。
そ
れ
で
其
錯
造
法

は
、
登
り
錨
と
唱
へ
ま
し
て
、
下
か
ら
段
々
に
銹
上
げ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
此
他

諸
所
の
神
社
佛
閣
に
も
燈
籠
と
か
鳥
居
と
か
種
々
あ
り
ま
す
が
、
皆
部
分
々
々
を
別

け
て
錨
造
し
て
是
を
稲
み
上
げ
た
者
で
御
座
い
ま
す
。

所
で
楠
公
の
銅
像
は
長

一
丈
五
尺
、
幅
五
尺
五
寸
、
高
さ

一
尺
五
寸
の
長
方
形
聖
座

の
上
に
騎
馬
の
姿
で
あ
る
、
又
楠
公
は
丈
け
八
尺
の
人
物
で
甲
冑
を
着
け
て
居
り
ま

す
か
ら
、
前
立
、
袖
、
草
摺
、
穂
角
、
大
刀
、
手
網
等
の
附
屈
物
が
多
う
御
座
い
ま

す
か
ら
、
ト
テ
も
全
身
錨
に
致
す
事
が
出
来
な
い
。
さ
り
と
て
催
来
の
取
附
法
で
は

完
全
を
望
む
事
が
出
来
な
い
。
此
等
の
事
で
日
夜
苦
心
致
し
ま
し
た
が
、
中
々
好
い

方
法
も
考
へ
ら
れ
ま
せ
な
ん
だ
。

折
柄
明
治
廿
六
年
に
は
米
國
シ
カ
ゴ
に
世
界
大
博
覧
会
が
開
か
れ
ま
し
て
、
美
術
工

藝
部
は
世
界
が
競
争
し
て
出
品
す
る
と
言
ふ
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
是
は
一
っ
欧
米

の
錨
造
法
を
見
た
な
ら
ば
、
又
好
い
工
夫
も
出
や
う
と
思
ひ
ま
し
て
、
幸
ひ
夏
期
休

岡

崎

雪

翌

君

談

第 3章 草 創 期 232 



（
『
日
本
美
術
』
第
十
六
号
。
明
治
一
―
-
+
―
―
一
年
二
月
）

業
の
時
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
長
官
に
お
暇
を
願
ふ
て
、
北
米
に
渡
航
致
し
ま
し

こ。t
 

サ
ア
會
場
に
這
入
っ
て
見
ま
す
と
、

一
丈
以
上
の
銅
像
は
何
十
貼
と
な
く
列
ん
で
居

り
ま
し
て
、
何
れ
も
皆
丸
躊
と
し
か
見
れ
な
い
か
ら
蔑
嘆
致
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

マ
マ

毎
日
の
様
に
其
慮
に
行
っ
て
、
撫
で
A

見
ね
許
り
に
研
究
致
し
ま
し
た
が
、
ド
ゥ
も

マ
マ

取
靱
め
た
と
い
ふ
所
が
見
付
か
ら
ず
洵
に
不
思
俵
な
位
で
し
た
が
、
或
日
の
事
紐
育

マ
マ

錨
造
會
社
の
出
品
ヮ
シ
ソ
ト
ソ
の
銅
像
一
丈
五
尺
と
い
ふ
の
が
、
隋
回
形
盗
座
に
立

マ
マ

ち
、
片
手
に
國
旗
を
持
つ
居
て
、
其
盗
座
の
枕
木
を
以
て
一
尺
程
か
ら
上
げ
て
あ
り

ま
し
た
。
其
日
は
丁
度
天
氣
が
好
く
て
、
窓
よ
り
挿
し
込
む
光
線
が
地
面
に
反
射
し

て
、
盗
座
の
裏
面
を
照
し
ま
し
た
か
ら
、
熟
々
見
る
と
、
続
七
尺
許
の
登
座
は
六
部

に
別
れ
、
其
銅
像
も
裏
面
よ
り
見
る
と
、
抵
ぎ
目
か
微
か
に
解
り
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
立
像
を
研
究
し
て
見
ま
す
と
、
成
程
搬
目
が
微
か
な
が
ら
に
見
江
る
。
是
で
漸
く

安
堵
の
思
を
し
て
旅
宿
に
蹄
つ
て
、
他
日
東
京
組
合
出
品
総
代
の
小
林
倉
次
郎
氏
に

誘
は
れ
て
、
シ
カ
ゴ
錨
銅
會
社
に
参
り
、
目
前
に
編
造
法
を
宜
験
し
て
大
に
利
す
る

所
が
あ
り
ま
し
た
。

蹄
朝
後
は
愈
よ
楠
公
銅
像
の
錨
造
に
着
手
し
て
、
漸
く
に
緋
め
上
げ
る
こ
と
か
出
来

ま
し
た
。
で
ご
座
い
ま
す
か
ら
、
此
銅
像
は
、
日
本
古
来
の
躊
造
法
と
、
米
國
に
於

て
新
に
得
た
る
法
と
を
折
衷
致
し
て
錯
き
上
げ
ま
し
た
も
の
で
、
兜
、
雨
袖
、
草

摺
、
大
刀
、
手
網
等
は
皆
別
々
に
持
へ
て
、
是
は
大
概
日
本
固
有
の
法
で
取
附
け
、

馬
は
胴
と
頭
と
四
足
と
、
尾
と
都
合
七
つ
に
別
け
て
錨
造
し
、
是
は
洋
法
で
以
て
取

り
附
け
ま
し
た
。
で
す
か
ら
外
か
ら
見
ま
し
て
は
緻
目
が
容
易
に
見
江
ず
、
寧
ろ
全

身
錨
と
し
か
見
え
ま
す
ま
い
。

233 第5節 明治 26年




